
目 的

基準又は規格の
設定及び製造等

の禁止

有害な物質を含む
愛がん動物用飼料
の製造等の禁止

愛がん動物用飼料
の廃棄等の命令

製造業者等の届
出

・愛がん動物用飼料（ペットフード）の製造等に関する
規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性
の確保を図り、もって愛がん動物（ペット）の健康を
保護し、動物の愛護に寄与すること。

・農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料
の製造の方法等についての基準又は成分について
の規格を定めることができることとし、当該基準又
は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造、輸入
又は販売を禁止する。

・農林水産大臣及び環境大臣は、有害な物質を含む
愛がん動物用飼料等の製造、輸入又は販売を禁
止することができる。

・農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業
者又は販売業者に対し、廃棄、回収等必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。

報告徴収、立入
検査等

帳簿の備付け

・製造業者又は輸入業者は、農林水産大臣及び環境
大臣に、氏名、事業場の名称等を届け出なければな
らない。

・製造業者、輸入業者又は販売業者（小売の場合は除
く。）は、販売等をした愛がん動物用飼料の名称、数
量等を帳簿に記載しなければならない。

・農林水産大臣及び環境大臣による製造業者等から
の報告徴収、製造業者等への立入検査等について
定める。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成20年法律第83号）
環境省と共管

対象動物
・犬、猫

製造業者
届出・帳簿の備付け義務

輸入業者
届出・帳簿の備付け義務

販売業者
帳簿の備付け義務（小売の場合は除く）

安全なペットフード

【製造方法等の基準・成分の規格を設定】

○基準・規格に合わないペットフードの製造
等を禁止

○有害な物質を含むペットフードの製造等
を禁止

○健康被害防止のためのペットフードの廃
棄等の命令

海外からの輸入品

ペットフードの安全確保するための体制の概要

原
料
・製
品

原
料
・製
品

製
品

製
品

獣医師飼い主

農林水産省・環境省

（独）農林水産消費
安全技術センター

農政局等
環境事務所

・ 分析法の開発

 ・ 情報の収集・提供

指示・報告

立入検査
報告聴取

情報提供
・指導

情報提供

おもちゃ、食器、猫草、金魚のエサ等は対象外

ペットの栄養に供するものが対象

総合栄養食のほか、おやつ、スナック、

サプリメント、ガムも含む。

ペットフード安全法の概要
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・ペットフードの届出事業者数は、製造業者10,169者、輸入業者1,039者（令和７年３月末時点）。

・製品のリコール（回収）は、年度によりバラツキはあるものの、国内・海外ともに年間数件は発生。

・ペットフード（犬用、猫用及びその他用）の出荷量は、年間で約56.8万トン（令和５年度：2024年度）。
うち、 国産品が約56％、輸入品が約44％ また、犬用が約41％、猫用が約56％、その他用が約４％。

出典：ペットフード産業実態調査（一般社団法人ペットフード協会）

ペットフードの届出事業者数（令和７年３月末時点）

製造業者数 輸入業者数 合  計

10,169 1,039 11,208

犬猫用ペットフードの近年の事故発生状況 （令和７年３月末時点）

出典：全国犬猫飼育実態調査（一般社団法人ペットフード協会）

ペットフードをめぐる基礎データ
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野生獣肉利用ペットフード（ジビエペットフード）：野生鳥獣による農林水産業の被害が深刻化し、
 捕獲・捕獲した野生鳥獣の利用拡大を政府全体で推進。ペットフード原料として利用する例も
増加傾向にある一方、野生鳥獣は寄生虫や細菌等に感染している可能性が高く、また、狩猟

 に用いる鉛玉によるリスクも指摘されているため、当該リスクについて事業者への周知を実施。

野生獣肉を利用したペットフードの製造管理の例

フリマーケットサイトやSNS
で販売する場合でも・・・

繰り返し販売する場合は、

①ペットフード安全法に基
づく表示（※次々ページの参考

資料参照）が必要

②自ら製造・輸入して販売
する場合は、

製造業者・輸入業者として
の届出が必要。

販売方法の多様化：ECサイトでのペットフードの販売では、販売者が購入者を確実に把握することがで
きる一方、フリーマーケットサイトやSNSでの販売は違法ではないものの、販売者の氏名や
素性がわからないことが多いので、事故対応に遅れが生じる危険性も。

猫用フード

猫用フード

野生獣肉利用量及び内訳の推移（ｔ）
※は全体に対するペットフードの利用割合（年度）

出典：野生鳥獣資源利用実態調査

ペットフードの安全をめぐる最近のトピック
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※１ 金属探知機は、検査機器メーカーが定める検査方法を確認し、使用しましょう。
※２ ペットフード安全法では、ペットフード中の鉛の上限値（３μg/g）が設定されています。
※３ 野生獣は、一般的に、寄生虫、細菌等に感染している可能性が高いことが知られています。野生獣肉の

利用に当たっては、十分に加熱するなど、これらの食中毒リスクに注意し、犬・猫に安全なペットフード
を作りましょう。

◆ ペットフード安全法では、ペットフードの製造方法の基準として「有害な物質を含み、若しくは病原微生
物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない」と定めています。

◆ 原子力災害対策特別措置法に基づき食品に関する出荷制限がなされている野生のシカやイノシシの肉は、
「有害な物質を含む疑いがある原材料」に相当すると考えられますので、ペットフードの原料としての使
用は控えてください。



（参考）飼料安全法とペットフード安全法の比較
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